
審査会における審議

・ レビュー制度の運営の適切性

・ 品質管理（監査業務の適切性 等）

・ 監査人の独立性　等

　 について調査し、報告（月次又は必要に応じて）

監査事務所

審　　　　査

被監査会社

協会からの報告の受理

* 検査結果通知の対象は、協会及び監査事務所

* 報告徴収の対象は、協会及び監査事務所

報  告  徴  収
*

審査会における審議

勧　　　　告

※ 審査・検査の実務については、会長及び委員の指揮の下、事務局において行っている。

行政処分（金融庁）

検査結果通知
*

 (必要があると認めるとき)

品質管理レビューの審査及び監査法人等に対する検査手続

協　　会

検　　　　査

…日本公認会計士協会が監査事務所の業務の状況

必要かつ適当で
あると認めるとき

必要かつ適当で
あると認めるとき

審査及び検査の対象

２－１
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監査事務所等モニタリング基本方針 

― 監査の実効性の更なる向上を目指して ― 

公認会計士・監査審査会 

令和元年５月 17 日 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、平成 16 年４月の発

足以来５期 15年にわたり、公認会計士監査の品質の向上を図り、その信頼性を

確保することにより、我が国資本市場の公正性と透明性を高めることを使命と

して、投資者の資本市場に対する信頼の向上に取り組んでいる。  

審査会第６期（平成 31 年４月～令和４年３月）においては、以下に示す監査

事務所（公認会計士又は監査法人をいう。以下同じ）等の現状やモニタリング

の視点及び目的等を踏まえた監査事務所に係るモニタリング1を実施し、投資者

の資本市場に対する信頼の向上を図り、我が国経済の一層の発展に寄与してい

くこととする。 

【監査事務所等の現状】 

監査事務所の現状をみると、平成 29 年３月の「監査法人の組織的な運営に関

する原則（監査法人のガバナンス・コード）」2公表以降、大手監査法人3を中心

にガバナンス態勢の再構築や監査ポートフォリオの見直し、人材の確保・育成

等が進められているほか、監査ツールの IT 化・高度化が進展している。 

一方で大手監査法人以外の監査事務所においては、合併等で業容を拡大させ

ているものもみられるが、そのガバナンス態勢や品質管理態勢の整備は十分な

ものとはいえず、一部の中小規模監査事務所においては旧態依然とした業務運

1 モニタリングとは、オンサイト・モニタリングとオフサイト・モニタリングの両方を包含している。オ

ンサイト・モニタリングは検査を指し、オフサイト・モニタリングは、監査事務所に係る報告徴収・ヒア

リング及び金融庁関係部局、日本公認会計士協会、会計監査に関係する業界団体等との意見交換・連携並

びに監査事務所との対話を通じた情報収集など検査以外の活動を指す。
2 平成 29 年３月 31日に金融庁より公表。組織としての監査の品質に向けた５つの原則と、それを適切に

履行するための指針から構成されている。 
3 審査会では、監査事務所をその規模に基づき、以下の３つに分類している。 

・大手監査法人：概ね 100 社以上の上場被監査会社を有し、かつ常勤の監査実施者が 1,000 名以上所属

する監査法人をいう。本基本方針では、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY新

日本有限責任監査法人及び PwC あらた有限責任監査法人の４法人を指す。４大監査法人ともいう。

・準大手監査法人：大手監査法人に準ずる規模の監査法人をいう。本基本方針では、仰星監査法人、三

優監査法人、太陽有限責任監査法人、東陽監査法人及び PwC 京都監査法人の５法人を指す。

・中小規模監査事務所：大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所をいう。

２－２
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営を行っているものもみられる。また、海外においては、４大グローバルネッ

トワーク4に所属する外国監査法人の不適切な業務に対応した外国監査監督当局

等の動きもみられている。

被監査会社の現状をみると、高水準の M&A、海外への積極的な進出など事業の

多角化やグローバル化が進んでいる一方、最近の海外経済の不確実性の高まり

など、経済環境に不安定な状況がみられている。また、近時の監査役等の権限

強化やコーポレートガバナンス・コードの導入等により企業のガバナンス態勢

の強化が進められているものの、依然として国内外において不正事案がみられ

ている。  

【モニタリングの視点】 

審査会は、常に国民の視点という公益的立場に立ち、審査会の有する権能を

最大限に発揮して、監査事務所の規模、業務管理態勢及び被監査会社のリスク

の程度を踏まえた一層効果的なモニタリングを実施する。そして、モニタリン

グを通じて監査事務所自らの監査の品質の確保・向上を継続的に促すことで、

資本市場における監査の信頼性の確保を図っていくこととする。 

また、審査会は、モニタリングにより把握した有益な情報について、金融庁

関係部局、日本公認会計士協会（以下「協会」という。）、会計監査に関係する

業界団体等（以下「関係先」という。）と共有するほか、広く一般に向けても積

極的に提供する。 

さらに、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）5や外国監査監督当局とも連携

し、情報を共有する一方、当該連携により得られた会計監査をめぐる国際的な

議論やグローバルネットワークに関する動向等について、必要に応じ審査会の

モニタリングに反映させることとする。

【モニタリングの目的及びその達成のための基本的な考え方】 

  審査会が実施するモニタリングは、個別の監査意見の適否そのものを主眼と

するものではなく、協会による品質管理レビューの一層の実効性向上を促すと

ともに、監査事務所及び外国監査法人等6の監査の品質管理を含む業務の適正な

運営の確保を図ることを目的とする。 

審査会は、このような目的を達成するため、業務の適正な運営の確保を図る

主体が監査事務所であることに鑑み、監査事務所自らの行動を促すような実効

性のあるモニタリングを行う。 

4 世界的に展開する会計事務所ネットワークのうち、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、KPMG、

PricewaterhouseCoopers の４つのグローバルネットワークを指す。
5 平成 18 年に設立された、監査法人の検査等を行う独立した監査監督当局により構成される国際機関で

あり、平成 29 年４月以降事務局は東京に置かれている。当局間の協力・連携を通じ、監査品質をグロー

バルに向上させることを目的としている。平成 31 年４月末時点で我が国を含む 55か国・地域の監査監督

当局がメンバーとなっている。 
6 外国会社等が金融商品取引法の規定により提出する財務書類について監査証明業務に相当すると認め

られる業務を外国において行う者として金融庁長官に届出をした者。
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また、監査事務所の実施する監査が、形式的に監査の基準に準拠していると

いうだけでなく、会計不正等を見抜くような職業的懐疑心を発揮しているか、

被監査会社の事業上のリスクを常に注視して監査上のリスクを評価しているか

を検証するなど、監査の品質の確保・向上に向けて監査事務所が構築した品質

管理態勢が実効的なものとなっているかを重視したモニタリングを行う。 

 さらに、監査法人のガバナンス・コードを採用している監査事務所において、

同コードを踏まえて構築したガバナンス等の経営管理態勢が、当該監査事務所

の業務の適正な運営の確保に資するものとなっているかについて、継続的にモ

ニタリングを行う。

審査会は、上記を踏まえ、第６期における監査事務所等モニタリング基本方

針を以下のとおり定める。また、本基本方針を踏まえ、事務年度（７月から翌

年６月まで）ごとの「監査事務所等モニタリング基本計画」を策定することと

する。 

１．オフサイト・モニタリングに係る基本方針 

審査会は、協会から品質管理レビュー結果の報告を受け、必要と認めるとき

は当該報告に関して報告徴収を行う。また、金融庁関係部局、協会、関係先と

の意見交換や連携、監査事務所との対話を通じて情報等を収集するとともに、

問題意識を共有することとする。さらに、監査事務所の実態やリスクを的確に

把握する観点から、このようなオフサイト・モニタリングにより収集した情報

等の分析の強化に努める。 

具体的には、以下のとおり実施する。 

（１）協会の品質管理レビューの検証等

審査会は、協会の品質管理レビューの実効性の検証を行い、検証結果に

ついては意見交換等を通じて協会と共有し、監査の品質の確保・向上に向

けた協会の対応等を促しているところである。協会においても、審査会の

検証結果等を踏まえて品質管理レビュー態勢の強化・改善を順次進めてき

ている。このような相互の連携は、我が国の監査事務所全体の監査の品質

の確保・向上に資するものであるため、品質管理レビューに対する深度あ

る検証や意見交換等を行うよう努める。

また、審査会はこれまでに、審査会検査と協会の品質管理レビューとの

適切な役割分担について議論を進めており、その結果、大手監査法人に対

する品質管理レビューの在り方や中小規模監査事務所に対する協会の指

導・監督機能の充実等を中心に、一定の対応が図られているところである。
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今後も、審査会検査と協会の品質管理レビューが全体として最大限の効果

を発揮するものとなるよう、適切な役割分担に係る更なる対応に向けて協

会と双方向での議論を進めていくこととする。

（２）報告徴収

審査会の限られた検査資源の下で、我が国の監査事務所全体の監査の品

質の確保・向上を促すためには、報告徴収を有効に活用することが重要で

ある。このような考え方から、監査事務所の規模、業務管理態勢、審査会

検査及び品質管理レビューの結果等を勘案し、以下のとおり、適時かつ効

果的な報告徴収を実施する。

ア 大手監査法人及び準大手監査法人に対しては、検査の有効性に資する

ために、ガバナンス等の経営管理態勢や業務管理態勢に関する定量的・

定性的な情報を定期的に把握し分析する。また、近時進展している監査

業務の IT化やサイバーセキュリティ対策についても把握する。

イ 中小規模監査事務所に対しては、品質管理レビューの結果等に基づき、

報告徴収の対象先を選定し、業務管理態勢や品質管理態勢の状況等につ

いて、監査事務所ごとの特性等を踏まえた情報を収集し分析を行う。ま

た、中小規模監査事務所においてはトップの影響力が特に強いため、監

査の品質に対するトップの認識を把握し、必要に応じてヒアリングを実

施する。

ウ 中小規模監査事務所に対して検査結果として通知した問題点について

は、検査結果通知の一定期間後に、その対応状況等を把握し、必要に応

じてヒアリングを実施するなど監査事務所の自主的な改善を促していく。 

エ 検査の結果、業務運営が良好でないと認められ、特に早急に改善する

必要がある監査事務所については、検査結果の通知と同時に報告徴収を

実施し、速やかな改善を促すこととする。

（３）監査事務所との定期的な対話等

審査会は、大手監査法人及び準大手監査法人のトップを含む経営層との

定期的な対話を通じて業務運営に係る情報収集を行うほか、監査をめぐる

課題、問題意識の共有を図っているところである。経営層は、監査事務所

の組織風土に大きな影響を与える存在である。こうした経営層との継続的

な対話は、監査事務所自らによる品質管理の向上を促す観点から極めて重

要であるため、今後も深度ある対話が行われるよう努める。

なお、監査事務所との対話の際には、市場関係者が有益な情報を得られ

るよう、監査事務所自らが開示する品質管理に係る情報の一層の充実や、

積極的な情報発信を促すこととする。
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また、このような監査事務所との定期的な対話だけでなく、関係先との

積極的な意見交換や連携にも努める。

２．検査基本方針 

審査会は、監査事務所の態様や被監査会社のリスクの程度に応じた、より効

果的・効率的な検査を実施するとともに、検査手法の向上など検査の実効性の

向上に努める。また、上記オフサイト・モニタリングとの一体的な運用により、

監査事務所の監査の品質の確保・向上を図る。

検査の実施に当たっては、以下の事項を踏まえ、「公認会計士・監査審査会

の実施する検査に関する基本指針」等に従い、適切な手続により検査を実施す

ることとする。

なお、検査の実施においては、監査事務所の理解・協力が必要であるため、

検査先である監査事務所の意見を適宜聴取する検査モニター7を実施し、今後

の検査の参考とする。

（１）検査の実施

ア 大手監査法人については、大規模な上場会社の監査を多く行うなど資

本市場において重要な役割を担っていることに鑑み、原則として毎年検

査を実施する（通常検査とフォローアップ検査8を交互に実施する。）。

イ 準大手監査法人については、相当数の上場被監査会社を有し、資本市

場において一定の役割を担っている一方、大手監査法人に比べ業務管理

態勢や品質管理態勢の整備が十分とはいえない状況がみられる。そのた

め、それらの整備状況を注視することとし、定期的に（原則として３年

に一度）検査を実施する。 

ウ 中小規模監査事務所については、直近の品質管理レビュー結果、監査

事務所の業務管理態勢及び上場被監査会社のリスクの程度等を踏まえ、

必要に応じて検査を実施する。 

エ 上記のほか、監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢を早急に確認

する必要がある場合には、機動的に検査を実施する。

7 検査対象先から意見を受けることにより検査の実態を把握し、適切な検査の実施を確保するとともに、

効率的な検査の実施に資することを目的として、立入検査着手日以後立入検査終了日までの期間に検査対

象先を訪問するなど、検査官の検査手法について責任者から意見聴取を行う。 
8 通常検査は、品質管理レビューの結果を踏まえて、監査事務所における業務管理態勢及び品質管理態勢

等について、検証を行う。フォローアップ検査は、原則として、通常検査の翌事務年度に、当該検査での

指摘事項等に対する改善状況に範囲を限定して検証を行う。
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（２）検査の着眼及び留意点

ア 監査事務所の規模は所属員が数人から数千人まで様々であり、また、

業務管理態勢も異なるため、監査事務所が整備した品質管理態勢が、自己

の規模や業務管理態勢に応じ適切なものとなっているか検証する。

イ 監査事務所のトップの方針は、監査事務所の組織風土の形成に大きな

影響を与える。そのため、トップを含む経営層の品質管理に係る認識や

対応を把握し、監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響

等を検証する。

ウ 監査事務所が、被監査会社を取り巻く経済環境や事業環境を含む事業

上のリスクを適切に評価した上で、それに対応し得る監査実施態勢を構

築しているか、監査実施者が職業的懐疑心を発揮し監査手続を実施して

いるかを検証する。

エ 監査事務所自らが有効な品質管理の改善を継続していくためには、問

題点の対症療法的な改善に終始するのではなく、監査事務所の規模や業

務管理態勢を踏まえた根本原因の究明が重要である。そのため、監査事

務所に対し不備事項を指摘する際にはその内容を的確に伝達し、当該監

査事務所における原因分析に資するように留意する。

３．モニタリング情報の提供方針 

監査の品質の確保・向上のためには、検査結果を監査事務所に示すだけで

なく、モニタリングの成果を報告等の形で広く一般に提供し、会計監査への関

心や意識を高めていくことが重要である。審査会は、このような観点から以下

の取組を行っているが、更に情報の充実や見直しなどを行うこととする。

ア 監査事務所に検査結果を通知する際には、指摘内容等が的確に伝達される

とともに、監査事務所を通じて被監査会社の監査役等に当該監査事務所の

品質管理の状況や指摘内容等が的確に伝わることが重要である9。このため、

伝達される内容が被監査会社の監査役等に理解されやすいものとなるよう、

検査結果に係る情報を充実させる。

イ 審査会は、市場関係者等が会計監査に対する理解を深めることに資するよ

う、モニタリングの成果等を図表中心に取りまとめた「モニタリングレポ

ート」を平成 28 年から公表している。平成 29 年以降も毎年改訂を加えて

いるところであるが、広く一般に理解されるよう利用者のニーズも踏まえ

ながら、今後も情報の一層の充実や発信に努める。

9 監査事務所が検査結果通知書の内容を第三者へ開示する場合は、審査会の事前承諾が必要である。ただ

し、被監査会社の監査役等に対して、審査会検査における指摘の有無及び検査結果通知書の「特に留意す

べき事項」の内容をそのまま伝達する場合などは、審査会の事前承諾を不要としている。 
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ウ 審査会は、監査事務所における監査の品質の確保・向上を図るための自主

的な取組に資するよう、検査で確認された事例等を取りまとめ、監査事務

所検査結果事例集として平成 20 年から公表している。平成 21 年以降も最

新の事例への入替えなど毎年改訂した上で公表しているが、今後も、監査

事務所の改善取組の参考となるよう内容を見直していく。

また、当該事例集を活用した講演・説明会を、全国の協会地域会等で行っ

ているところであるが、このような講演等に加え、市場関係者等に対して積

極的に発信することにも努める。  

４．外国監査法人等に対するモニタリング基本方針 

（１）報告徴収及び検査

外国監査法人等に対して、実態把握の観点も含め、必要に応じて報告徴

収又は検査を実施する。

ただし、外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我

が国と同等である等の場合には、当該国の当局が行う報告徴収又は検査に

依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等に対する報告徴

収及び検査は実施しない10。

（２）外国監査監督当局等との連携

外国監査法人等に対するモニタリングに当たっては、監査監督上の多国

間情報交換枠組み（MMOU）11や二国間の情報交換の枠組み（EoL）12を活用し、

また、外国監査監督当局や国際機関等と密接に連携しながら、円滑かつ効

果的な実施に努める。

さらに、IFIAR における議論への積極的な参加を通じて、グローバルネッ

トワークの動向や外国監査監督当局による監査監督手法等を把握する。

10 報告徴収及び検査は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」（平成 21 年９月 14 日公表）及び「公

認会計士・監査審査会の実施する外国監査法人等に対する報告徴収・検査に関する基本指針」（平成 22年

１月 14 日公表）に従い実施する。 
11 平成 31 年４月末時点で、22 か国・地域の監査監督当局が多国間情報交換枠組みに関する覚書に署名し

ている。 
12 平成 31 年４月末時点で、８か国の監査監督当局との間で書簡交換を実施している。
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令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 

公認会計士・監査審査会 

令和元事務年度監査事務所等モニタリング基本計画 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、監査の品質の確保と

実効性の向上を図るため、監査事務所等モニタリング基本方針1に掲げた視点及び

目的並びに監査事務所をめぐる環境を踏まえて、令和元事務年度（令和元年７月

～令和２年６月）における監査事務所等モニタリング基本計画を策定する。 

１ 監査事務所をめぐる環境 

（監査業務の動向） 

我が国の景気は、輸出や生産の弱さが続いているものの、緩やかに回復している。

平成 30年における金融商品取引所の新規上場会社数は 90社と引き続き高水準で推

移しており、上場会社数や上場会社の平均監査報酬額も微増とはいえ増加傾向にあ

る。 

上場会社の会計監査は、公認会計士又は監査法人（以下「監査事務所」という。）

が行うが、大手監査法人2が９割超（平成 30 年末時価総額ベース）と圧倒的なシェ

アを占めている状況にある。最近の監査人の交代状況をみると、交代件数は増加の

傾向にあるが、その中で大手監査法人における監査関与先の構成の見直しや、それ

に伴う大手監査法人から準大手監査法人 2 や中小規模監査事務所 2 への交代の動き

がみられている。 

また、高水準が続く M&A や、企業の海外進出、経済取引の複雑化・専門化などに

対応して、大手監査法人においては、国際人材の確保・育成、IT・テクノロジーの

活用、監査補助者の採用強化などを一層進めている。他方で、最近の海外経済の不

確実性の高まりを受けた不安定な経済環境、我が国の低金利環境の長期化や人口動

1 監査事務所等モニタリング基本方針： 審査会が実施するモニタリングについて、各期における視点や

目標、基本的な方針を定めるもの。第６期（平成 31 年４月～令和４年３月）については、令和元年５月

17日に策定・公表。（https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonhoushin/20190517.html） 
2 審査会では、監査事務所をその規模に基づき、以下の３つに分類している。 

・大手監査法人：上場会社を概ね 100 社以上被監査会社として有し、かつ常勤の監査実施者が 1,000 名

以上いる監査法人。本基本計画では、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、EY 新

日本有限責任監査法人及び PwC あらた有限責任監査法人の４法人を指す。

・準大手監査法人：大手監査法人に準ずる規模の監査法人。本基本計画では、仰星監査法人、三優監査

法人、太陽有限責任監査法人、東陽監査法人及び PwC 京都監査法人の５法人を指す。

・中小規模監査事務所：大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所。

２－３
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態の変化などによる企業収益への影響等に関して、適切に理解したうえで監査対応

が求められる状況にある。 

（不正会計等への対応） 

ここ数年、不適切な会計処理等に関する適時開示を行った上場会社は増加の傾向

にある。これは上場会社において適時に情報開示を行うという意識が高くなってい

るほか、監査人からの指摘によるものもあると考えられるが、会社の内部統制が十

分に機能していない事例や、海外を含むグループ会社に対する管理が十分でない事

例もみられている。 

財務諸表の作成責任及び内部統制の整備・運用責任は経営者にあることは当然で

ある。監査事務所においても、被監査会社の内部統制を評価する際には、海外事業

を含めた事業の特性や企業の置かれた環境を深く理解した監査手続の実施が一層

重要となっているほか、内部統制の不備を発見した場合には、被監査会社に適時に

報告することが求められる。 

IPO 市場においては、上場審査が厳格化されているものの、前述のとおり新規上

場会社数が高水準で推移していることや、このような会社の内部統制は比較的脆弱

であることを踏まえると、新規上場会社に対する監査は引き続き慎重に実施する必

要がある。 

（監査事務所における品質管理の現状） 

審査会では、平成 28 事務年度（平成 28 年７月～平成 29 年６月）の検査から、

検査結果通知書に監査事務所の業務運営に関する総合評価3を記載している（フォロ

ーアップ検査を除く。）。平成 28 事務年度以降に実施した検査結果について大手監

査法人及び準大手監査法人をみると、総合評価の最上位である「概ね妥当である」

に該当するものはなく、大半が「妥当でない点がある」に該当し、一部は「妥当で

ないもの」となっている。一方、中小規模監査事務所についてはリスクベースに基

づき検査先を選定していることなどもあり、「妥当でないもの」以下の区分に該当

するケースが比較的多くなっている。 

最近の検査の結果をみると、大手監査法人については、品質管理の主体を本部品

質管理部門から、より監査現場に近い事業部へ移していく傾向にあり、一定の効果

を挙げているが、本部品質管理部門と事業部との十分な連携等が課題となっている。 

準大手監査法人においては、組織的な対応のための体制整備を行ってきているも

のの、品質管理を担う社員等が限られているために十分な運営・管理ができていな

3 検査結果通知書の「特に留意すべき事項」は、業務管理態勢、品質管理態勢及び個別監査業務における

不備の概要で構成され、これらの状況に応じて総合評価を付している。総合評価は、「概ね妥当である」、

「妥当でない点がある」、「妥当でないもの」、「妥当でなく業務管理態勢等を早急に改善する必要」及び「著

しく不当なもの」の５段階に区分している。詳細は、当審査会 HPに掲載のモニタリングレポートを参照。 
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い状況や、トップを含む経営層において品質管理の確保・向上に対する意識が不十

分な点がみられる。 

中小規模監査事務所では、上位規模の監査事務所において、業容拡大に対応した

業務管理態勢や品質管理態勢を構築できていないものがみられる。また、一部の監

査事務所には、リスクの高い上場会社に対する監査業務を適切に実施する態勢が十

分でないものもみられる。 

（監査法人のガバナンス・コードを踏まえた対応等） 

平成 29 年３月に公表された「監査法人の組織的な運営に関する原則」（以下「監

査法人のガバナンス・コード」という。）を踏まえ、大手監査法人においては、独

立性を有する第三者を構成員とする監督・評価機関の助言、提言等を活用するなど、

ガバナンスの実効性を確保するための取組を進めている。一方、準大手監査法人等

においては、監査法人のガバナンス・コードを採用し、監督・評価機関を設置して

いるものの、独立性を有する第三者の知見を十分に活用できていないものがあるな

ど、その実効性の確保に課題がみられている。

（IT 化の進展及びそれに伴うセキュリティ対策） 

大手監査法人を中心に、監査の品質の確保・向上のため、監査業務の IT 化を一

層進めており、このような動きは監査業務の実効性の確保だけではなく、効率性の

向上による監査現場の負担軽減等につながり、リスクのある領域に対する深度ある

監査の実現に資するものとして期待される。 

一方で、上記の動きや、被監査会社とのデータの交換が進んでいく中、海外にお

いて監査法人が保有するデータ等を標的としたサイバー攻撃による被害の事例も

発生している。サイバーセキュリティ問題は監査法人にとって経営上の大きなリス

クとなっており、IT化の進展に併せて、サイバーセキュリティの強化を確実に行っ

ていく必要がある。

（国際的な監査監督機関等の動向）

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）4は、平成 29年４月に我が国（東京）に本

部となる事務局を設置したところであり、金融庁及び審査会は、我が国資本市場の

国際的な地位向上等の観点から、事務局の円滑な運営に必要な支援を行っている。

IFIAR においては、６大グローバルネットワーク5と継続的に対話を行うなど、グロ

4 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)：平成 18 年に設立された、監査法人の検査等を行う独立した監査

監督当局により構成される国際機関。当局間の協力･連携を通じ、監査の品質をグローバルに向上させる

ことを目的としている。令和元年６月末時点のメンバーは我が国を含む 55 か国・地域となっている。 
5 世界的に展開する会計事務所のネットワークのうち、BDO、Deloitte Touche Tohmatsu、Ernst & Young、

Grant Thornton、KPMG 及び PricewaterhouseCoopers の６つのグローバルネットワークを指す。なお、こ

れらから BDO、Grant Thornton を除いたものを４大グローバルネットワークという。 
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ーバルでの監査の品質の確保・向上に取り組んでおり、審査会としては、引き続き

IFIAR の活動に貢献していく。なお、４大グローバルネットワーク 5に所属する外国

監査法人の不適切な業務に対応した外国監査監督当局等の動向にも留意する。 

２ 令和元事務年度監査事務所等モニタリング基本計画の考え方 

「監査事務所等モニタリング基本方針」に掲げるモニタリングの視点及び目的

等並びに上記「１ 監査事務所をめぐる環境」を踏まえ、下記（１）から（４）

に掲げる基本的な考え方でモニタリング6に取り組む。 

（１）モニタリングにおいて重視する事項

本事務年度のモニタリングにおいては、以下の事項を重視する。

なお、監査事務所は、所属員が数人の中小規模監査事務所から数千人規模の

大手監査法人まであり、ガバナンス等の経営管理態勢や業務運営等も様々であ

る。そのため、モニタリングに当たっては、各監査事務所の規模、態様にも留

意する。 

ア 監査の品質の向上に向けた監査事務所経営層のコミットメント

監査の品質を持続的に向上させるためには、トップ自らがリーダーシップ

を発揮し、監査業務の品質を重視する風土を醸成させることが重要であるこ

とから、トップの姿勢を含む経営層の認識及びそれを具体的な施策等に反映

させているかなどを把握する。 

イ ガバナンス等の経営管理態勢の整備

ガバナンス等の経営管理態勢や業務管理態勢が、監査の品質の確保・向上

に資するものとなっているか検証する。 

特に、監査法人のガバナンス・コードを採用している大手監査法人及び準

大手監査法人等については、当該コードを踏まえて構築・強化したガバナン

ス態勢が監査の品質の向上のために実効的なものとなっているか検証する

こととし、その際には、独立性を有する第三者を構成員とする監督・評価機

関の機能を十分に発揮させているかを重視する。こうした検証においては、

金融庁関係部局とも情報共有・連携を図ることとする。 

6 モニタリングとは、オンサイト･モニタリングとオフサイト・モニタリングの両方を包含している。ま

た、オンサイト・モニタリングは検査を指し、オフサイト・モニタリングは、監査事務所に係る報告徴収、

ヒアリング、監査事務所及び関係先との意見交換･連携等を通じた情報収集など検査以外の活動を指す。
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ウ 監査をめぐる動向を踏まえた状況把握

（ア）海外子会社に係るグループ監査

上場会社においては、国内市場の成熟化に伴い成長の源泉を海外の事業

展開に求めている中、海外子会社における会計問題が引き続き発生してい

る。こうした状況を踏まえ、海外子会社に係るグループ監査については、

監査チームによる海外事業の管理態勢を含む内部統制の評価、海外子会社

の監査チームとのコミュニケーション及び監査事務所の組織的な対応状

況などについても、重点的に把握する。 

（イ）監査契約の新規の締結

近時、監査人を交代する事例が多くみられるため、大規模上場会社又は

リスクの高いと思われる上場会社の監査契約を新規に締結した監査事務

所において、当該監査契約に係るリスク評価等が適切に行われているか検

証するほか、当該監査契約が監査事務所全体の監査品質に及ぼす影響も把

握する。 

エ IT を活用した監査とサイバーセキュリティ対策等の状況把握

大手監査法人や一部の準大手監査法人では、加盟するグローバルネットワ

ークが IT 化の研究開発等を一括して行うことにより投資の効率化やメンバ

ーの負担の軽減を図っている。また、被監査会社の会計処理に係る仕訳デー

タの分析や、監査事務所と被監査会社とのデータ交換について IT を活用す

るなど、監査業務の IT 化が進展している。さらに、一部の大手監査法人で

は、試験的に人工知能（AI）を監査手続に活用する取組も始まっている。 

このような動きは監査の品質の確保・向上を目指すものと考えられるため、

その進展状況を大手監査法人等へのモニタリングにより継続して把握する。 

あわせて、IT 化の進展に伴うサイバーセキュリティ対策の状況を確認す

ることとし、監査手法の深化、複雑化に応じた、人材の確保・育成ができて

いるかなどについても把握することとする。 

（２）国際的な監査監督の連携強化

多国間情報交換枠組み（MMOU）や二国間の情報交換の枠組み7を活用し、モニ

タリングのために必要となる情報の取得や外国監査監督当局からの要請に応じ

た情報提供を行う。また、IFIAR における議論への積極的な参加を通じて、グ

ローバルネットワークの動向や外国監査監督当局による監査監督手法等を把握

7 令和元年６月末時点で８か国（アメリカ、カナダ、マレーシア、オランダ、ルクセンブルク、イギリス、

フランス及び中国）の監査監督当局との間で、情報交換の枠組みに関する書簡交換（EOL）を実施してい

る。
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することとする。なお、４大グローバルネットワークに所属する外国監査法人

の不適切な業務に対応した外国監査監督当局等の動きもみられるため、我が国

への影響等を注視する。 

（３）オフサイト・モニタリングの強化

効率的で実効性のあるモニタリングを実施するために、大手監査法人及び準

大手監査法人のトップを含む経営層との定期的な対話を継続するとともに、金

融庁、関係団体などの関係者との連携などを通じた情報共有のための取組を一

層強化する。また、業界動向等の被監査会社を取り巻く環境に係る情報収集・

分析を充実させ、情報及び分析結果については、検査に有効に活用するなどオ

ンサイト・モニタリングとの一体的な運用に努めるものとする。

（４）モニタリング実施態勢の強化

監査事務所の態様に応じた情報収集・分析、検査の実施に向けて、審査会の

モニタリング実施態勢を強化する。

そのために、国内外からの情報、会計実務の国際化や我が国の監査事務所の

態勢等を分析し適切に対応を図ることができる人材、効率的で実効的なモニタ

リングの指導ができる人材を登用する。また、外国監査監督当局への職員の派

遣、会計監査に係る国際的な動向や主要な課題にも留意した研修等を通じて人

材の育成を進める。 

３ オフサイト・モニタリングに係る基本計画 

効率的で実効性のあるオフサイト・モニタリングを実施するために、日本公認

会計士協会（以下「協会」という。）の品質管理レビューに係る報告のほか、こ

れまでの審査会検査の結果を分析するなど有効に利用する。また、審査会の限ら

れた検査資源の下で、我が国の監査事務所全体の監査の品質の確保・向上を促す

ためには、報告徴収を有効に活用することが重要である。監査事務所の状況や個

別監査業務に係るリスクを適時、的確に把握する観点から、以下のとおり、監査

事務所に対する報告徴収、ヒアリングや協会の品質管理レビューの検証及び協会

との連携など、監査事務所の規模や態様に応じたオフサイト・モニタリングを実

施する。 
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（１）報告徴収

ア 大手監査法人及び準大手監査法人に対しては、監査法人のガバナンス・コ

ードを踏まえ構築した監査の品質の向上のためのガバナンス等の経営管理

態勢や業務管理態勢、IT を活用した監査手法、サイバーセキュリティ対策等

の検証に必要な定性・定量の情報を報告徴収において継続的に求めることと

する。また、監査業務において高度な専門知識や IT の理解等を要する上場

金融機関に対する監査態勢や審査態勢等の実態把握を行う。 

報告徴収により得られた情報については、分析の上、効果的・効率的な検

査に資するよう活用するほか、大手監査法人間の比較分析や大手監査法人に

おける横断的な問題等の把握に活用する。なお、報告徴収に当たっては、検

査や対話で得られた情報を活用するなどにより、効率的に実施することとす

る。 

イ 中小規模監査事務所に対しては、協会の品質管理レビューの結果を踏まえ、

監査事務所の適切な監査の品質管理の定着を促す観点から、適時に報告徴収

を実施する。 

その際、監査事務所における品質管理のシステムの整備状況に加え、トッ

プの経営方針、収益・財務構造及び組織・人材といった項目等を重点的に検

証する。報告徴収の実施に当たっては、必要に応じて対面方式を用いるなど

効果的に検証を行う。 

また、報告徴収の結果、重大な問題が疑われる監査事務所については、当

該結果を検査等における重要な参考情報として活用することとする。 

ウ 中小規模監査事務所に対して検査結果として通知した問題点については、

検査結果通知の一定期間後に、その対応状況等を把握し、必要に応じてヒア

リングを実施するなど監査事務所の改善を促していく。

その際、金融庁関係部局や協会とも連携し、不備の内容や重要性に応じた

検証に努める。 

エ 検査の結果、業務運営が良好でないと認められ、特に早急に改善を要する

必要があると認められた監査事務所については、検査結果の通知と同時に報

告徴収を実施し、速やかな改善を促すこととする。 

上記ウ又はエの報告徴収により、改善が不十分である状況を把握した場合

には、再度の報告徴収や検査などの対応を検討することとする。 
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（２）協会の品質管理レビューの検証及び協会との連携

審査会は、監査事務所に対するモニタリングにより把握した品質管理レビュ

ーの有効性に関する問題点等については、協会と共有した上で、審査会及び協

会の実務者レベルでの継続的な協議等を通じて、品質管理レビューの実効性の

向上に向けた対応等を促しているところである。 

最近の品質管理レビューの実施状況をみると、監査事務所の品質管理の状況

等に応じて、レビュー計画を弾力的に決定・変更するように努めていること、

レビュー対象とする個別監査業務の選定もリスクを踏まえたものとしてきてい

ることが認められる。個別監査業務における指摘についても文書化の指摘にと

どまらず、不備の実態を踏まえた監査手続上の指摘としている事例が増えてき

ており、さらに、個別監査業務の指摘内容を踏まえて、それを品質管理態勢の

不備と結びつけるという意識も高くなっている。 

このように、協会の品質管理レビューの質は向上してきていると認められる

一方で、品質管理レビューで指摘した不備の改善状況を、次回のレビューで十

分に確認できているかという観点で課題がみられる。また、改善指導について

は、監査事務所の自主的な改善に資するものとするよう努めているものの、そ

の効果については、今後検証していく必要がある。 

審査会と協会との連携は、我が国の監査事務所全体の監査の品質の確保・向

上に有用であるため、より深度あるものとなるよう努めていく。また、審査会

と協会は、審査会検査と協会の品質管理レビューとの適切な役割分担に関して、

大手監査法人に対する品質管理レビューの在り方や中小規模監査事務所に対す

る協会の指導・監督機能の充実等を中心に議論を行っている。協会においては

当該議論を踏まえて対応を図ってきているところであるが、審査会検査と協会

の品質管理レビューが全体として最大限の効果を発揮するという観点から、本

事務年度も議論を継続していくこととする。 

（３）監査事務所に関する情報等の収集・分析等

監査事務所の最新の業務管理態勢や監査事務所・監査業界の抱える問題等を

把握する観点から、大手監査法人及び準大手監査法人のトップを含む経営層と

の定期的な対話を行っているところである。トップを含む経営層は監査事務所

の組織風土に大きな影響を与える存在であることから、こうした経営層との対

話を今後も継続し、より深い議論が行われるように努める。なお、その際には

市場関係者が有益な情報を得られるよう、監査事務所自らが開示する品質管理

に係る情報の一層の充実や、積極的な情報発信を促すこととする。 

また、金融庁関係部局、協会及び金融商品取引所等の関係団体に加え、国際

的な監査監督機関、外国監査監督当局、監査事務所のグローバルネットワーク

等との意見交換・連携などを通じた情報共有を一層強化することとし、さらに、
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監査事務所のリスクに応じた様々な資料や情報等の収集・分析態勢の向上に努

めていく。 

４ 検査基本計画 

 監査事務所等モニタリング基本方針に基づき、監査事務所の規模、態様や被監

査会社のリスクの程度に応じた、より効果的・効率的な検査を実施するとともに、

検査手法の向上など検査の実効性の向上に努める。また、上記オフサイト・モニ

タリングとの一体的な運用により、監査事務所の監査の品質の確保・向上を図る。

本事務年度の検査においては、監査事務所の業務管理態勢や品質管理態勢が、

組織の規模や特性等に応じた適切なものとなっているか、トップを含む経営層の

品質管理に係る認識や対応が監査事務所の業務管理態勢等にどのような影響を

与えているか、監査実施者が職業的懐疑心を発揮し監査手続を実施しているかの

観点を重視し、以下のとおり、監査事務所の規模や態様に応じた検査を行う。 

（１）大手監査法人

大手監査法人については、大規模な上場会社の監査を多く行うなど資本市場

において重要な役割を担っていることに鑑み、原則として毎年検査を実施する

（通常検査とフォローアップ検査を交互に実施する。）。フォローアップ検査の

実施に当たっては、検査先の負担に配慮し、検査の効率的な実施に一層留意す

る。 

なお、市場に大きな影響を及ぼす被監査会社に会計上の重大な問題が判明、

又は疑われる状況において、当該被監査会社の監査業務を行う監査事務所の品

質管理態勢を早急に確認する必要がある場合には、上記原則にとらわれずに機

動的に検査を行うこととする。 

大手監査法人は、数千人規模の職員を擁し、多数の部門・地方事務所によっ

て構成される巨大な組織であるため、監査現場にまで品質管理や業務管理など

を浸透させる態勢が重要である。特に、トップを含む経営層は監査事務所の組

織風土に大きな影響を与えるため、その姿勢や行動が重要である。 

上記を踏まえ、本事務年度の検査においては、以下の検証項目に重点を置く。 

・トップを含む経営層の品質管理に係る認識や対応及びそれらが監査事務所の

業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響等の検証

・監査法人のガバナンス・コードを踏まえて構築・強化した態勢（特に監督・

評価機関）について、監査事務所の品質管理の確保・向上に資するものとな

っているかの観点から、その実効性の検証。

・監査現場まで品質管理を浸透させているかの観点から、監査事務所の業務管
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理態勢、特に本部品質管理部門と各事業部等との連携の状況の検証 

・監査契約の新規の締結手続（特に大規模上場会社及びリスクの高いと思われ

る上場会社に係るもの）の適正性、大規模上場会社に関する監査契約の新規

の締結等に伴う監査実施体制の編成が、監査事務所全体の監査品質に及ぼす

影響の検証

・経営者等とのディスカッション及び監査役等とのコミュニケーションの状況

の検証

・海外事業を含めた企業の内部統制の評価、海外子会社を含むグループ監査の

状況の検証

・財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況、監査におけ

る不正リスク対応基準の運用状況を含む不正リスクへの対応状況の検証

・グローバルネットワークによる監視活動への対応状況の検証

（２）準大手監査法人

準大手監査法人については、相当数の上場被監査会社を有し、資本市場にお

いて一定の役割を担っている一方、大手監査法人と比べ業務管理態勢や品質管

理態勢の整備が十分とはいえない状況がみられる。そのため、それらの整備状

況を注視することとし、原則として３年ごとに検査を実施する。ただし、市場

に大きな影響を及ぼす被監査会社に会計上の重大な問題が判明、又は疑われる

状況において、当該被監査会社の監査業務を行う監査法人の品質管理態勢を早

急に確認する必要がある場合には、機動的に検査を行うこととする。 

本事務年度の検査においては、以下の検証項目に重点を置く。 

・トップを含む経営層の品質管理に係る認識や対応及びそれらが監査事務所の

業務管理態勢や品質管理態勢に与える影響等の検証

・監査法人のガバナンス・コードを踏まえて構築した態勢（特に監督・評価機

関）について、監査事務所の品質管理の確保・向上に資するものとなってい

るかの観点から、その実効性の検証

・合併等により業容を拡大させている監査事務所について、組織としての一体

性など経営管理態勢・業務管理態勢等の検証

・被監査会社の国際化などのリスクに対応できる十分かつ適切な経験、能力等

を含めた監査資源の検証

・グループ監査において、特に海外に所在する構成単位の監査人とのコミュニ

ケーション等の状況の検証

・経営者等とのディスカッション及び監査役等とのコミュニケーションの状況

の検証

・監査人の交代時における基準（監査事務所間の引継）等を踏まえた監査事務

所としての対応状況の検証。大規模上場会社又はリスクの高いと思われる上
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場会社に関する監査契約の新規の締結における、リスク評価等の適切性や監

査実施態勢の検証 

・財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況、監査におけ

る不正リスク対応基準の運用状況を含む不正リスクへの対応状況の検証

（３）中小規模監査事務所

中小規模監査事務所については、監査事務所の品質管理態勢、個別監査業務

の監査の基準等への準拠性などを確認するとともに、それらに影響を与えるト

ップの認識や関与、業務管理態勢も検証する。その際には、検出された不備が

監査事務所のビジネスモデルに起因するものか、不備に対する改善の取組が対

症療法的なものにとどまっていないかに留意する。なお、検査対象先の選定に

当たっては、協会の品質管理レビューの結果、被監査会社のリスクの程度等を

踏まえ、監査事務所の品質管理態勢を早急に確認する必要性を検討する。 

本事務年度の検査においては、以下の検証項目に重点を置く。 

・トップ及び社員の品質管理に対する認識、関与状況、組織の一体性などを含

む業務管理態勢等の検証

・被監査会社のリスクに対応できる十分かつ適切な経験及び能力を含めた監査

資源の検証

・職業的懐疑心が発揮されているかの観点から、特に収益認識及び会計上の見

積りに係る監査手続並びに不正リスク評価等の検証

・経営者等とのディスカッション及び監査役等とのコミュニケーション、監査

実施者への指導・監督状況、専門家の利用の状況、これまでのモニタリング

を通じて把握した業界横断的な問題についての対応状況の検証

・大規模上場会社又はリスクの高いと思われる上場会社に関する監査契約の新

規の締結におけるリスク評価の適切性や監査実施態勢の検証

・監査における不正リスク対応基準への対応状況の検証

・グループ監査において、特に海外に所在する構成単位の監査人とのコミュニ

ケーション等の状況の検証

・品質管理レビューによる指摘等に対する改善状況の検証

・財務諸表監査における内部統制の評価及び内部統制監査の状況の検証

５ モニタリング情報の提供 

監査の品質の確保・向上のためには、監査事務所や被監査会社の監査役等に検

査結果が的確に示されることに加え、モニタリングの成果を取りまとめた上で広

く一般に情報提供し、会計監査への関心や意識を高めていくことが重要である。
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そのような観点から、取りまとめ及び情報提供に当たっては、以下の点に留意す

ることとする。 

ア 検査結果通知書については、監査事務所に指摘内容等が的確に伝達される

とともに、被監査会社の監査役等にも、当該監査事務所の品質管理の水準や

業務管理態勢を含む指摘内容等が的確に伝わるよう、監査事務所や監査役等

との対話等を通じて検査結果の記載内容の充実に努める。

また、被監査会社の内部統制の機能向上に資する観点から、監査役等が検

査結果を有効に活用するよう、監査事務所と監査役等の連携を一層促してい

くこととする。 

イ 審査会は、市場関係者等が会計監査に対する理解を深めることに資するよ

う、モニタリングの成果等を図表中心に取りまとめたモニタリングレポート

を平成 28 年から公表している。平成 29 年以降も毎年改訂を加えているとこ

ろであるが、広く一般に理解されるよう利用者のニーズも踏まえながら、今

後も情報の一層の充実や発信に努める。また、当該モニタリングレポートに

ついては、記載内容を英訳し海外利用者に対する情報発信にも努める。

ウ 審査会は、監査事務所における監査の品質の確保・向上を図るための自主

的な取組に資するよう、検査で確認された事例等を取りまとめ、監査事務所

検査結果事例集として平成 20 年から公表している。平成 21 年以降も最新の

事例への入替えなど毎年改訂した上で公表しているが、今後も、監査事務所

の改善取組の参考となるよう内容を見直していく。

また、当該事例集を活用した講演・説明会を、全国の協会地域会等で行っ

ているところであるが、このような講演等に加え、市場関係者等に対して

積極的に発信するとともに、当該事例集を英訳し海外利用者に対する情報

発信にも努める。 

以 上 
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勧告年月日 監査法人・公認会計士

平成18年6月30日 あずさ監査法人

平成18年6月30日 監査法人トーマツ

平成18年6月30日 新日本監査法人

平成18年6月30日 中央青山監査法人

平成18年11月29日 有恒監査法人

平成19年3月28日 麹町監査法人

平成19年7月5日 東陽監査法人

平成19年10月25日 なごみ監査法人

平成20年2月7日 ＫＤＡ監査法人

平成20年3月5日 六本木監査法人

平成20年3月28日 福北監査法人

平成20年4月16日 監査法人夏目事務所

平成21年2月17日 監査法人ウィングパートナーズ

平成21年11月17日 プライム監査法人

平成22年7月13日 永昌監査法人

平成23年6月7日 堂島監査法人

平成24年2月1日 ロイヤル監査法人

平成24年11月22日 阪神公認会計士共同事務所

平成26年2月24日 東京中央監査法人

平成26年6月13日 清和監査法人

平成26年7月11日 九段監査法人

平成26年10月24日 才和有限責任監査法人

平成27年1月30日 監査法人セントラル

平成27年3月20日 有限責任クロスティア監査法人

平成27年6月19日 仁智監査法人

平成27年12月15日 新日本有限責任監査法人

平成28年1月12日 明誠有限責任監査法人

平成28年3月24日 ＫＤＡ監査法人

平成28年11月9日 監査法人よつば綜合事務所

平成29年6月8日 監査法人アリア

平成30年5月18日 監査法人アヴァンティア

令和元年7月5日 清流監査法人

令和元年12月6日 監査法人大手門会計事務所

公認会計士･監査審査会の勧告一覧 ２－４
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清流監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 

令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 
公認会計士・監査審査会 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、公認会計士法第 49条の３第２項
の規定に基づき、清流監査法人（法人番号 8011205001626、以下「当監査法人」という。）

を検査した結果、下記のとおり、当監査法人の運営が著しく不当と認められたので、本日、
金融庁長官に対して、同法第 41 条の２の規定に基づき、当監査法人に対して行政処分その

他の措置を講ずるよう勧告した。 

記 

当監査法人を検査した結果、以下のとおり、当監査法人の運営は、著しく不当なものと認

められる。 

１．業務管理態勢 

当監査法人は、社員５名、非常勤職員を中心とした監査補助者等により構成されている
が、総括代表社員を除く社員は、それぞれの個人事務所等の業務を主としており、当監査

法人の業務への関与は低く、総括代表社員が品質管理担当責任者を兼務している。 
また、当監査法人は、設立以来、特定の個人により実質的に支配されている企業グルー

プを主な被監査会社とし、その監査報酬は当監査法人の業務収入の大部分を占めている。 

当監査法人の監査業務は、社員２名がそれぞれ審査又は定期的な検証の専任であること

から、総括代表社員を含む３名の社員を中心に実施されている。また、監査補助者は主に
非常勤職員で構成され、業務執行社員が主査を担当する監査業務もあるなど監査実施態勢

は十分ではない。この点について、総括代表社員は、当監査法人の強みを、経験を積んだ
公認会計士を基本に監査チームを編成していることであるとし、社員及び職員のこれまで

の経験に依存した運営を継続しており、品質管理態勢を十分に整備する必要性を認識して

いない。 

このような状況において、当監査法人は、日本公認会計士協会（以下「協会」という。）
の平成 29 年度品質管理レビューにおいて限定事項を付されており、総括代表社員は、限

定事項とされた関連当事者取引の不備の根本原因を会計基準や監査の基準の理解不足に
あると認識している。 

しかしながら、下記２．に記載するとおり、その改善は、チェックリストの整備等の対

症療法的な対応であり、知識や能力の向上を各自に委ねており、適切な教育・訓練態勢を
構築していない。また、限定事項とされた審査態勢や定期的な検証等の実施態勢の改善を

検討していない。 
そのため、下記３．に記載するとおり、今回審査会検査で検証対象とした全ての個別監

査業務の業務執行社員及び監査補助者において、会計基準及び現行の監査の基準が求める

水準の理解が不足している状況、職業的懐疑心が発揮できていない状況がみられ、それら
に起因する重要な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。 

また、総括代表社員以外の社員は、当監査法人の業務運営を総括代表社員に委ね、重要
事項の意思決定に十分に関与していない。そのため、財務諸表等の訂正要否や監査契約の

新規の締結の審査などの重要事項が社員会に付議されているにもかかわらず、十分に検討
されることなく承認されるなど社員会の機能が発揮されていない。 

２－５
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このように、総括代表社員においては、法人トップとして組織的に監査の品質を確保す
るという意識に欠けており、当監査法人の監査業務の現状を踏まえた実効的な品質管理の

システムを構築するためにリーダーシップを発揮していない。また、総括代表社員以外の

社員においては、当監査法人の業務運営、品質管理のシステムの整備及び運用を総括代表
社員に委ね、これに関与するという意識に乏しく、社員としての職責を十分に果たしてい

ない。

２．品質管理態勢 
（前回審査会検査及び品質管理レビューでの指摘事項に対する改善状況） 

総括代表社員は、前回審査会検査及び平成 29 年度品質管理レビューでの指摘事項を踏

まえた対応として、全社員及び職員を対象として品質管理レビュー等の結果報告会を開催
し、指摘事項を周知するとともに、指摘事項を反映したチェックリストを作成し、業務執

行社員が当該チェックリストを用いて改善状況を確認する等の改善措置を指示している。 
しかしながら、総括代表社員は、社員及び職員が会計基準や監査の基準を十分に理解し

ていないことを個別監査業務における不備の根本原因として認識していたにもかかわら
ず、法人内での指示やチェックリストは、指摘事項に直接対応する対症療法的な内容にと

どまっており、認識していた根本原因に対応したものとしていない。 

また、平成 29 年度品質管理レビューにおいて、「指示と監督及び監査調書の査閲並びに
監査業務の審査、定期的な検証」について限定事項とされているが、これに対する改善は、

限定事項の理由とされた関連当事者取引を重点的に確認する等の措置のみにとどまって
おり、総括代表社員は、審査、定期的な検証等の実施態勢の改善を検討していない。 

このように、いずれの取組も不十分であることから、今回審査会検査で検証した個別監

査業務の全てにおいて、これまでの品質管理レビュー等での指摘事項と同様の不備が繰り
返されている。 

（監査契約の新規の締結及び更新） 

当監査法人は、監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続を「監査の品質管
理規程」に定めているが、業務執行社員予定者の選任、独立性の確認、リスク評価などに

ついて具体的な実施手続を整備していない。 

また、前回審査会検査において監査契約の新規の締結に伴うリスク評価の不備について
指摘を受けているが、今回審査会検査においても監査契約の新規の締結に当たり、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況に係る検討が不足しており、また、主要な
経営者、監査役等の異動をリスクとして識別していないなど、リスク評価が不十分である。 

さらに、限定事項付き結論となった平成 29 年度品質管理レビューの結果を会計監査人

の選任議案の決定権限を有する監査役等に書面で伝達していない。 

（監査実施者の教育・訓練） 
監査実施者の教育・訓練を担当する総括代表社員は、前回審査会検査及び平成 29 年度

品質管理レビューにおいて指摘された不備には、社員及び職員の会計基準及び監査の基準
の理解不足に起因するものがあると認識している。このような認識の下、総括代表社員は、

自ら出席した協会研修のうち業務上重要と判断した研修資料を社員及び職員へのメール

等で共有し、また、専門要員の年間 40 単位以上の継続的専門研修の履修を確認したとし
ている。 

しかしながら、今回審査会検査においても、会計基準及び監査の基準の理解不足に起因
した不備が多数生じており、当監査法人の教育・訓練は実効性のあるものとなっていない。 
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（監査業務に係る審査） 

当監査法人は、特定の社員を審査担当責任者として選任し、全ての監査業務の審査を担
当させている。 

当該審査担当責任者は、審査で気付いた点を監査チームに伝達するにとどまり、最終的

な判断を業務執行社員に委ねていること、監査チームの説明に過度に依存し、監査調書に
基づいた客観的な検証が不足していることなどから、今回審査会検査において指摘した重

要な不備を指摘できていない。 
このように、平成 29 年度品質管理レビューにおいて限定事項とされた後も、審査担当

責任者は、審査の職責を果たしておらず、当監査法人の審査態勢は十分に機能していない。
また、総括代表社員は、限定事項とされた後も、このような審査態勢の改善を検討してい

ない。 

（品質管理のシステムの監視） 

当監査法人は、特定の社員を定期的な検証担当責任者として選任し、日常的監視及び監
査業務の定期的な検証の全てを担当させている。 

当該定期的な検証担当責任者は、日常的監視において、内部規程の内容を十分に確認し
ておらず、定期的な検証業務においては、会計上の論点を中心に検証し、監査証拠の適切

性及び十分性の観点からの検証が不足している。このようなことから、今回審査会検査に

おいて認められた内部規程等の整備及び運用状況に係る不備や個別監査業務の重要な不
備を看過しており、定期的な検証担当責任者が実施する、日常的監視及び定期的な検証に

よる品質管理システムの監視は不十分である。また、総括代表社員は、定期的な検証につ
いて平成 29 年度品質管理レビューにおいて限定事項とされた後も、このような実施態勢

の改善を検討していない。 

このように、当監査法人の品質管理態勢は、前回審査会検査及び品質管理レビューでの

指摘事項に対する改善状況、監査契約の新規の締結及び更新並びに監査業務に係る審査に
重要な不備が認められるほか、広範に不備が認められており、著しく不十分である。 

３．個別監査業務 

総括代表社員を含む業務執行社員及び監査補助者は、会計基準及び現行の監査の基準が

求める水準の理解が不足している。そのため、固定資産の減損会計における兆候判定の誤
りや株式移転の会計処理の誤りを見落としている事例、関連当事者取引の開示や連結財務

諸表に関する会計基準に従った連結範囲の検討が不足している事例などの重要な不備が
認められる。 

また、当監査法人の主な被監査会社は、特定の個人により実質的に支配されており、関

連当事者間で多様な取引が行われている状況にあるが、総括代表社員を含む業務執行社員
及び監査補助者は、関連当事者取引の検討や会計上の見積りの監査などにおいて、職業的

懐疑心が不足している。そのため、当該特定の個人との通例ではない重要な取引を批判的
に検討していない事例、工事進行基準の適用における会計上の見積りの検討が不足してい

る事例などの重要な不備が認められる。 

上記のような重要な不備は今回審査会検査で検証対象とした個別監査業務の全てにみ

られる。そのほか重要な不備ではないものの、被監査会社が作成した情報の信頼性を評価
していない事例、経営者が利用する専門家の適性・能力及び客観性の評価が不足している

事例、不正リスクを識別している売上高の実証手続が不足している事例、監査報告書日後
に実施した手続を監査報告書日前に実施したように監査調書に記載している事例など、不

備が広範かつ多数認められる。 
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このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備

が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不十分なものとなっている。 

お問い合わせ先 

公認会計士・監査審査会事務局 

審査検査室 

（代表） 03-3506-6000（内線 2485）
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監査法人大手門会計事務所に対する検査結果に基づく勧告について 

令 和 元 年 1 2 月 ６ 日 
公認会計士・監査審査会 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、公認会計士法第 49条の３第２項
の規定に基づき、監査法人大手門会計事務所（法人番号 9010005003922、以下「当監査法人」

という。）を検査した結果、下記のとおり、当監査法人の運営が著しく不当なものと認めら
れたので、本日、金融庁長官に対して、同法第 41 条の２の規定に基づき、当監査法人に対

して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。 

記 

当監査法人を検査した結果、以下のとおり、当監査法人の運営は、著しく不当なものと認

められる。 

１．業務管理態勢 

当監査法人は、代表社員３名、社員５名、公認会計士である常勤職員を中心とした監査
補助者等による約 20 名の人員で構成されている。 

当監査法人は、長年にわたって上場会社 10 数社を被監査会社としているとともに、近
年、上場会社数社との新規の監査契約の締結を行っている。 

こうした中、当監査法人の最高経営責任者は、人員が不足していると認識しており、ま
た、品質管理の維持及び強化を、当監査法人の経営方針の最優先事項としている。 

しかしながら、最高経営責任者は、実際には、監査報告書の提出期限内に、無限定適正
意見を表明することを最優先と考え、職業的専門家としての正当な注意を払っておらず、

また、財務諸表の信頼性を担保するという監査法人として社会から期待された役割と責任
を果たす意識が不足していた。 

また、品質管理担当責任者を含むその他の代表社員及び社員は、最高経営責任者の考え

に同調し、業務管理態勢及び品質管理の基準が求める品質管理態勢が組織的に機能するよ
うな最高経営責任者を含む他の社員への牽制をしておらず、相互牽制という監査法人の社

員としての職責を果たす意識が希薄であった。 
さらに、最高経営責任者を含む代表社員及び社員は、監査の基準全般、職業倫理及び独

立性に関する法令等、監査の基準並びに監査法人として適切な業務管理態勢及び品質管理
態勢を整備するために必要な法令及び基準の理解が不足しており、被監査会社のリスクに

応じた監査業務が実施できる水準に達していなかった。 

こうしたことから、特定の監査業務において、最高経営責任者を含む業務執行社員が、

監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったと認識していな
がら、無限定適正意見を表明している極めて不適切な状況が認められている。 

また、２．に記載するとおり、監査契約の新規の締結、更新に伴うリスク評価等が不十
分であること、実効性のある審査実施態勢が構築されていないこと、整理期限を経過した

監査調書を合理的な理由なく修正又は追加できるような状況を容認していること、公認会

計士法で禁止されている社員の競業があることなど、品質管理態勢において重要な不備を
含む不備が広範かつ多数認められている。 

さらに、３．に記載するとおり、今回公認会計士・監査審査会検査で検証対象とした全
ての個別監査業務において、業務執行社員及び監査補助者に、会計基準及び監査の基準の

２－６
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理解が不足している状況、職業的懐疑心が欠如している状況がみられ、それらに起因する

重要な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。 

２．品質管理態勢 

（監査契約の新規の締結及び更新） 
当監査法人の代表社員及び社員は、監査リスクの高い上場会社の監査業務を引き継いで

いるが、前任監査人が実施した過年度の監査で識別されなかった虚偽表示が存在する可能
性について、監査契約の新規の締結に伴うリスクとして識別していないなど、リスク評価

が不十分である。 
また、適切な勤怠管理を行っていないことから、監査契約の新規の締結に当たって、監

査実施者の時間を合理的に確保できているかを十分に評価していない。 

さらに、監査契約の更新の際のリスクの評価に当たり、特定の被監査会社について監査
意見を表明するために必要な情報を入手できない状況、及び継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような状況を認識しているにもかかわらず、リスクとして識別していない。 

（監査業務に係る審査） 
当監査法人は、審査の対象となる監査業務に関与しない代表社員又は社員を、審査担

当社員として選任している。しかしながら、複数の審査担当社員が、品質管理の基準及

び監査の基準を十分に理解しておらず、業務執行社員の説明を過度に信頼し、監査調書
を十分に検証しないまま審査を終了する等、適切な審査が実施されていない。その結果、

今回審査会検査において指摘した重要な不備を指摘できていない。 

（監査調書の整理・管理・保存） 

最高経営責任者及び品質管理担当責任者は、監査報告書を発行するための基礎を得た
ことを示す記録である監査調書について、監査実施日及び査閲日の情報を記載せず、ま

た、最終的な整理期限後であっても、合理的な理由なく修正又は追加できる状況にある
ことを容認している。 

（法令等遵守態勢） 

一部の社員が、当監査法人の社員であるにもかかわらず、自身の個人事務所で監査業

務を実施しており、公認会計士法で禁止されている社員の競業の状況にある。また、当
監査法人は、当該状況を看過している。 

このように、当監査法人の品質管理態勢については、監査契約の新規の締結及び更新、

監査業務に係る審査、監査調書の整理・管理・保存並びに法令等遵守態勢について重要

な不備が認められるほか、広範に不備が認められており、著しく不適切かつ不十分であ
る。 

３．個別監査業務 

最高経営責任者を含む業務執行社員は、十分かつ適切な監査証拠が入手できなかった
としても、監査報告書の提出期限内に無限定適正意見を表明することが最優先であると

考えていた。そのため、財務諸表等及び内部統制報告書の監査意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手していないと認識しながら、無限定適正意見を表明してい
るほか、訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に係るリスク評価が不十分、特

別な検討を必要とするリスクを識別した売上高、売掛金等の実証手続が不十分であるな
どの重要な不備が認められる。 

また、最高経営責任者を含む業務執行社員及び監査補助者は、会計基準及び監査の基
準の理解が不足している。そのため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
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事象又は状況に対する検証が不十分であるなどの重要な不備が認められる。 

さらに、最高経営責任者を含む業務執行社員及び監査補助者は、被監査会社から提出
された資料を追認するのみであり、職業的懐疑心が欠如している。そのため、企業環境

の理解を通じたリスク評価が不十分、被監査会社の期末日付近の通例でない重要な取引

に関する検討が不十分、不正リスクの評価及び対応手続が不十分、棚卸資産及び固定資
産の評価等の会計上の見積りに関する検討が不十分、全社的な決算・財務報告プロセス

に係る監査手続が不十分、連結子会社に対する監査手続が不十分であるなどの重要な不
備が認められる。 

上記のような重要な不備は今回審査会検査で検証対象とした個別監査業務の全てにみ

られる。そのほか重要な不備ではないものの、グループ監査の監査計画におけるリスク

評価が不十分、売上高等の損益勘定に対する監査手続が不十分、棚卸資産等の貸借対照
表残高に対する監査手続が不十分、引当金の検討が不十分、仕訳テストが不十分、関連

当事者との取引に関する検討が不十分、監査役等とのコミュニケーションが不十分であ
るなど、不備が広範かつ多数認められる。 

このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不

備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なも

のとなっている。 

お問い合わせ先 

公認会計士・監査審査会事務局 

審査検査室 

（代表） 03-3506-6000（内線 2485）
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平成 21 年９月 14 日 

金  融  庁 
公認会計士・監査審査会

外国監査法人等に対する検査監督の考え方 

I 検査監督の基本的考え方について 

金融庁及び公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、①外国監査法

人等（注 1）の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であり（注 2）、②

情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られ、かつ、③相互主義が担保さ

れる場合には、当該外国監査法人等の所属する国の当局（以下「当該国当局」という。）

が行う報告徴収又は検査に依拠することとし、原則として、当該国の外国監査法人等

に対する報告徴収及び検査は行わないものとする。当該情報交換等に係る取極め等に

おいては、当該国当局の職員が職業上の守秘義務に服すること、目的外使用が禁止さ

れること等を要件とする。 

金融庁・審査会は、これらの条件のいずれかが満たされず、相互依拠によることが

できない場合には、報告徴収及び検査を実施する。また、これら相互依拠の条件がす

べて満たされている場合でも、当該国当局より継続的に情報を入手できない、又は特

定の行政処分の判断に係る情報といった必要な情報の提供が確保されない等、上記取

極め等が十分に履行されない場合には、当該情報に限り外国監査法人等から直接情報

の徴収を行うものとする。 

（注 1）公認会計士法（以下「法」という。）第 34条の 35 第１項の規定による届出をした

者 

（注 2）同等性については、プリンシプルベースの評価基準を策定・公表した上で、各国

の監査制度や監査人監督体制等を総合的に勘案して評価を行う。 

II 検査監督の実施について 
 金融庁・審査会は、以下を基本として、報告徴収及び検査監督を実施するものとす

る。なお、実施に際しては、法制度等国毎の事情を勘案しつつ、適切に対応する。 

１．報告徴収

審査会は、外国監査法人等から、届出書等（注 3）として提出された情報に加え、

原則として、３年に１度、当該国当局に通知した上で、以下の情報の提出を報告

徴収により求める。 

① 全ての外国監査法人等：監査法人等の状況、業務等の状況及び行政機関等（注

4）による検査・レビュー結果の情報

② 我が国の金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社の監査証

明業務に相当すると認められる業務を行う外国監査法人等：①の情報に加え、

２－７
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監査等に関する事項の概要及び品質管理のシステムに関連する規程を含む

業務管理体制に関する情報 

合理的な理由なく報告徴収に応じない場合には、原則として、当該国当局に通

知した上で、金融庁が業務改善指示を発出することとする。ただし、業務改善指

示の発出に代えて、改善措置を当該国当局に要請することも可能とする。 

なお、審査会は、必要かつ適当と認められる場合には、外国監査法人等から、

上記情報の任意の提出を求めることとする。 

（注 3）法第 34 条の 36 第１項及び第２項に規定する届出書（同法第 34 条の 37 第１項

の規定による変更届出書を含む）及び添付書類 

（注 4）外国監査法人等に関する内閣府令第５条第１項に規定する行政機関等 

２．検査対象先の選定等

 審査会は、１．において徴収した情報及びその他の情報の分析を行い、外国

監査法人等における監査証明業務に相当すると認められる業務が適切に行われ

ているか、外国監査法人等における業務管理体制が有効に機能しているか等に

ついて、検査により確認することが必要と認められる場合には、当該外国監査

法人等を検査対象先として選定する。

なお、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められる場合、例

えば、外国監査法人等による虚偽又は不当の証明に関する情報がある場合には、

１．の手続きを経ずに、外国監査法人等に対する検査を実施することができる。

この場合、当該外国監査法人等に対して検査実施を通知する前に、原則として、

当該国当局に検査を行う旨を通知する。 

３．検査の実施

  審査会は、外国監査法人等に対して検査実施を通知する前に、原則として、

当該国当局に検査を行う旨を通知する。同時に、当該国当局との間で、審査会

が行う検査と当該国当局が行う検査を同時に実施するよう、調整を図る。 

審査会は、検査における検証対象に関して、個別監査業務については、我が

国の金融商品取引法の規定により提出される財務書類（注 5）に係るものに限定す

る。業務管理体制についても、検査の効率化と外国監査法人等の負担軽減に努

める。 

（注 5）公認会計士法施行令第 30 条に規定する有価証券の発行者が、金融商品取引法

の規定により提出する財務書類(法第 34 条の 35 第１項) 

４．検査結果の通知、フォローアップ
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審査会は、日本語を原本として検査結果を通知し、英語による翻訳文を参考

として添付する。 

さらに、金融庁は、検査結果の指摘事項に関する改善計画の報告徴収を行う

ことを基本とする。ただし、検査協力等の場合で、当該国当局が当該外国監査

法人等に対して報告徴収を行うことが、我が国当局として公益又は投資者保護

を図る観点からより実効性があると認められる場合には、報告徴収を当該国当

局に要請することも可能とする。 

また、これに基づき改善の進捗状況の確認及び必要かつ適切な場合における

指示（以下「フォローアップ」という。）を行うことを基本とする。当該国当局

による当該外国監査法人等に対するフォローアップが、我が国当局として公益

又は投資者保護を図る観点からより実効性があると認められる場合には、当該

国当局によるフォローアップを要請することとする。 

なお、次回検査を行った場合には、当該検査において審査会が改善状況を検

証する。 

５．行政処分

審査会の勧告等に基づき、外国監査法人等の監査証明業務に相当すると認め

られる業務の運営が著しく不当と認められる場合には、金融庁は、原則当該国

当局に通知した上で、業務改善指示を発出することを基本とする。また、合理

的な理由なく改善計画の報告徴収に応じない場合又は改善計画が実施されてい

ないことが検査等で判明した場合には、原則当該国当局に通知した上で、金融

庁が業務改善指示を発出することを基本とする。 

以上の場合において、我が国当局として公益又は投資者保護を図る観点から

より実効性があると認められる場合には、業務改善指示の発出に代えて、改善

措置を当該国当局に要請することも可能とする。 

外国監査法人等が、上記指示に従わないときは、金融庁は、その旨及びその

指示の内容を公表することができる。その後、金融庁が指示に係る事項につい

て是正が図られた旨の公表を行うまでの間、当該外国監査法人等が行う監査証

明に相当すると認められる証明を受けた場合であっても、当該証明は金融商品

取引法上有効とはみなされない。 

(以上) 
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検査結果事例集についての講演の実施状況 

（１）日本公認会計士協会本部及び協会地域会における講演

開催日 場所 講師 

令和元年 10 月 ７日 近 畿 会 大阪府 

櫻井会長・ 

主任検査官 

又は検査官 

10 月 ８日 東 海 会 愛知県 

10 月 18 日 北 陸 会 石川県 

10 月 23 日 日本公認会計士協会本部 東京都 

10 月 28 日 北 海 道 会 北海道 

11 月 11 日 南 九 州 会 熊本県 

11 月 15 日 沖 縄 会 沖縄県 

11 月 26 日 中 国 会 広島県 

12 月 17 日 東 北 会 宮城県 

令和２年 １月 10 日 東 京 会 東京都 

１月 21 日 四 国 会 香川県 

（２）日本監査役協会における講演

開催日 場所 講師 

令和元年 12 月 10 日 
日 本 監 査 役 協 会 東京都 

櫻井会長・ 

主任検査官 12 月 11 日 

（３）日本内部監査協会における講演

開催日 場所 講師 

令和２年 １月 27 日 
日 本 内 部 監 査 協 会 

大阪府 松井委員・ 

主任検査官 ２月 ３日 東京都 

２－８
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平成 28 年３月 24 日 

公認会計士・監査審査会 

公認会計士・監査審査会検査の実効性の向上（抄） 

～大規模監査法人を中心に～ 

１～３省略 

４．今後の対応 

上記の問題認識及び調査結果報告を踏まえ、審査会は、今後、以下の対応を進めていくこ

ととする。 

なお、以下の対応とともに、質の高い検査官を十分に確保することは、検査の実効性の維

持・向上に不可欠である。審査会検査においては、その専門性に鑑み、任期付職員の公認会

計士の役割が重要となっているところ、審査会検査に検査官として従事した経験が、その後

の公認会計士業務の質の向上につながるなど、公認会計士としての魅力的なキャリアパスと

して認識されるよう、審査会として努めていく。 

（１）検査の機動的な実施
モニタリング基本計画において、大手・準大手監査法人については、２ないし３年に

１度定期的に検査を実施することとしている。このため、被監査会社に会計上の重大な

問題が懸念される状況があり、当該被監査会社の監査業務を行う監査事務所の品質管理

体制を早急に確認する必要がある場合においても、次の定期的検査まで検証が行えない

のではないかとの危惧が示されている。 

したがって、そのような状況において、当該監査事務所の内部管理体制を早急に確認

する必要がある場合には、機動的に検査を実施することを明確にする必要がある。 
 具体的には、協会の品質管理レビュー結果を踏まえ、監査事務所の品質管理を検証す 

るという法的枠組を前提としつつ、市場に大きな影響を及ぼす被監査会社に会計上の重

大な問題が判明、又は疑われる状況において、当該被監査会社の監査業務を行う監査事

務所等の内部管理体制を早急に確認する必要がある場合には、機動的に検査を実施する

こととし、その方針を平成 28 年度のモニタリング基本計画等において明確化する。 

（２）大手監査法人に係る検査のフォローアップの強化
   既述のとおり、大手監査法人については、２年ごとに検査が実施されること等から、

次回検査時に前回検査のフォローアップを実施しているところであるが、近時の大手監

査法人に対する検査において、前回検査と同様又は同種の不備を繰り返し指摘している

状況にある。 

このような大手監査法人の検査結果をみると、フォローアップの強化にあたっては、

品質管理体制面の整備状況よりも、改善策が組織末端まで浸透しているかどうか等の運

用面に重点を置いた検証をすることがより有効である。これを踏まえると、フォローア

ップの手法としては、検査において重要な不備事項が指摘された場合には、オフサイト

である報告徴収ではなく、当該検査の翌年にオンサイトである立入検査により改善状況

を検証することが適当である。【平成 28 事務年度検査から実施】 

２－９
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その場合、フォローアップの検査も含めて、毎年検査を実施することとなるため、フ

ォローアップ検査の検査体制、検証範囲の絞り込み、報告書の簡素化を行うなど、効率

的・効果的な実施に留意する。【平成 28 事務年度検査から実施】 

（３）協会との適切な役割分担等
① 監査事務所の監査の品質管理の検証は、協会の品質管理レビュー及び同レビューを

踏まえた審査会の検査の双方で実施しているところである。審査会は大手監査法人に

おいて特に重要であるガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢につき深度ある検

査を実施している一方で、協会は、中小を含めたすべての監査事務所を対象として定

期的に品質管理レビューを実施している。こうした審査会、協会双方の検証の特性を

活かした役割分担により、監査事務所に対する検証を全体として最大限の効果を発揮

するものとする。

【継続的検討】

② 審査会検査官と協会の品質管理レビュアーとは、これまでも意見交換等を通じ、品

質管理レビューの一層の充実を働きかけるとともに検査官の能力・知見の向上を図っ

てきた。このような意見交換等は、検査官及びレビューアーの能力等の向上に資する

ものであるため、今後も継続的に実施していく。

（４）検査手法の向上
検査の実効性を向上させるためには、検査手法についても、より効果的・効率的なも

のとなるよう工夫することが必要である。 

特に大手監査法人は、数千人規模の職員を擁する巨大な組織であり、上場被監査会社

も数百社有している。したがって、大手監査法人のガバナンス等経営管理態勢や業務管

理態勢の検証を、より効果的・効率的に行えるように重点を置いて取り組む。 

① 大手監査法人のガバナンス等経営管理態勢や業務管理態勢の検証を、より効果的・

効率的に行うための取組み

ガバナンス体制等の検証に必要な定性・定量の情報を、報告徴収により継続的に入 

手することとする。また、入手した情報を分析し、監査法人内部やグローバルネット

ワークの取組みも参考にし、検査の着眼や検査官の目線の形成に監査品質指標として

活用することを検討する。

【平成 28 事務年度から実施】

② 個別監査業務に係るリスクベースの検査手法向上のための取組み

業界動向等の被監査会社を取り巻く環境に係る情報収集･分析など、リスク評価手

法を一層充実させるとともに、その効果を検証し、継続的に見直していくこととす

る。 

【平成 28 事務年度から実施】 

③ 監査法人のガバナンス・コードが策定された場合には、ガバナンスの向上につなげ

るとの観点から、その対応状況を検証することを検討する。
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（５）検査結果の取扱い（監査の品質の見える化）
  検査先が検査における指摘事項を適切に改善するためには、指摘内容等が的確に検

査先に対して伝達されることが重要である。 
また、財務書類の作成責任は経営者にあることに鑑み、監査役等に対する検査結果

の開示を通じて、被監査会社における会計上の問題点の改善に資するものとすること

が必要である。さらに、会社法の改正やコーポレートガバナンス・コードの策定等を

受け、監査役等の会計監査に関する責任が拡充していることから、監査役等による審

査会検査結果の利用の重要性も増している。

このようなことを踏まえ、被監査会社等に対して、検査結果及び検査関連情報を的確

に伝達するため、以下のような取組みを行う。 

① 検査結果通知の記述方法について、以下の観点から見直す。

・検査先に問題点を具体的かつ的確に伝達し、適切な改善がなされる内容とするこ

と

・検査結果の開示を受けた第三者、特に監査役にとって有効に活用できるよう、指

摘内容の明瞭性、比較可能性の向上等を図ること

【平成 28 事務年度から実施】 

なお、個別の検査結果の開示範囲の拡大については、将来的な検討課題とする。 

② 広く一般に提供される監査の品質に係る情報を充実させる観点から、検査結果事

例集を毎事務年度見直し、公表しているが、同事例集において大手監査法人に係る

指摘事例とその他の監査法人に係るものを区別することとする。また、検査その他

のモニタリングの成果については、監査の品質の確保・向上に資すると考えられる

場合には、その内容を整理し、新たにモニタリングレポートとして取りまとめ、公

表することとする。

【平成 27 事務年度検査等の状況から対応】

（以上） 
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